
4月以降のモニタリング事項について（案）

・アプリ及び無線配車について、毎日・時間毎のマッチング率（毎週集計、天候も併記）

・自家用車の実働数（日次データを毎週集計）

・ドライバーの登録数及びそのうち実働したドライバーの数（週次）※

※（可能であれば）重複登録なく、ユニークでのドライバー数のカウントであること。

１．アプリ又は無線配車が一部でも導入されている地域について

２．アプリも無線配車も全く導入されていない地域について

・首長による手挙げの状況（半月ごと。当面４月末及び５月中旬）

・手挙げしたタクシー事業者数とその推移

・タクシー不足（タクシー待ち）の状況
（主要インバウンド観光地を含め、都市規模別にそれぞれ３カ所前後を半月毎。主要タクシー乗り
場で時間帯毎に観測、AIカメラの利用も検討）
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